（別紙２）

賃金及び物価の変動に係る特約条項第１条第１項に関する特記仕様書

本施設は、賃金及び物価の変動に係る特約条項第１条第１項を適用するものである。

１　本指定管理業務における人件費とは、指定管理者が本指定管理業務に直接従事する者に、本指定管理業務に従事した対償として支払う、労働基準法（昭和22年4月7日法律第49 号）第11条に規定する賃金及び社会保険料の指定管理者負担分等の法定福利費に該当する経費をいう。
なお、役員報酬、退職金等の賃金に該当しないものは間接費に計上すること。
また、再委託等における受託者の人件費及び人材派遣委託による経費は委託費に計上すること。

２　本指定管理業務における賃金水準及び物価水準は、次のものをいう。
（１）賃金水準
□ 民間給与実態調査（千葉市人事委員会公表）
□ 千葉県最低賃金
□ その他（ 　　　　　　　　　　　　 　　）
（２）物価水準
□ 企業向けサービス価格指数　建物サービス・警備（日本銀行調査統計局公表）
□ その他（ 　　　　　　　　　　　　　　 ）

３　スライド額の算定基礎（基準額）は、次のとおりとする。
指定管理者から提出された指定管理に係る管理経費内訳書
（ただし、この場合におけるスライド額は、指定管理に係る管理経費等内訳書に記載された対象年度経費に変動率を乗じた額から、変動前指定管理に係る管理経費の100 分の1 を差引いた額とする。）








